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自己負担限度額について
■70歳未満の方（平成26年12月診療分まで）

■70歳未満の方（平成27年１月診療分から）

所得区分 １カ月の自己負担限度額（世帯単位）
旧ただし書所得※1 ３回目まで ４回目以降※3

上位所得※2 901万円超 252,600円＋（医療費総額－842,000円）×１％ 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円＋（医療費総額－558,000円）×１％ 93,000円

一　般 210万円超600万円以下   80,100円＋（医療費総額－267,000円）×１％ 44,400円210万円以下 57,600円
住民税非課税 35,400円 24,600円

所得区分 １カ月の自己負担限度額（世帯単位）
旧ただし書所得※1 ３回目まで ４回目以降※3

上位所得※2 600万円超 150,000円＋（医療費総額－500,000円）×１％ 83,400円
一　般 600万円以下   80,100円＋（医療費総額－267,000円）×１％ 44,400円

住民税非課税 35,400円 24,600円

国保課　 32-6425詳細

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方
認定証の適用区分も変更になります。有効期限が12月31日までの認定証をお持ちの方は、平成27年
１月１日から使用できる新しい適用区分の認定証を郵送いたしますので、特別な手続きは不要です

※高額医療費の払い戻し申請の時効は、診療月の翌月１日から２年間です

※１　国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得です　
※２　所得の申告をしていない方がいるなど、世帯の総所得が確認できない場合は、【上位所得】として取り扱う

ことになっています
※３　同一世帯において、過去12カ月間に高額療養費の支給がすでに３回あった場合、４回目から軽減された限度

額になります

平成27年１月１日から、70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変更となります
※高額療養費制度の詳しい内容は、広報の平成26年８月号や国保だよりの平成26年９月号をご覧ください

国民健康保険高額療養費制度がかわります

広報とまこまい　平成26(2014)年・12月 16

市HPアドレス、市役所の住所、連絡先などは23ページをご覧ください
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